
有田市公共工事に係る中間前金払取扱要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は､有田市財務規則（昭和５５年規則第１号。以下「規則」という。）第

５０条２に規定する公共工事中間前金払の取扱いについて、規則に定めることのほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 中間前金払の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、市が発注する土木

建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事

の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。）であって、請負代金が５百万円以

上のものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、当該工事について中間前金払の対象としないこ

とができる。その場合においては、当該工事の入札等の公告若しくは通知をするときに

明示するものとする。 

（要件） 

第３条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければすることができない。 

(１) 工期の２分の１を経過していること。 

(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行われていること。 

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額

に相当するものであること。 

(４) 当該工事において、前払金の支払がなされていること。 

（対象となる経費の範囲） 

第４条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の前金払の対象と同じ範囲とす

る。 

（中間前払金の額） 

第５条 中間前金払により支払うことができる額は、１０万円を単位とし、請負代金額に

１０分の２を乗じて得た額以内の額とする。 

（債務負担行為等に係る特例） 

第６条 債務負担行為に係る契約については､その年割額が当該年度内に支出できる見込

みのものについて､当該年割額を対象として､中間前金払をすることができるものとする。

この場合、第３条第１号の「工期の２分の１」は「当該年度の工事実施期間の２分の１」

と読み替え、同条第３号及び前条の「請負代金額」は「当該年度の年割額」と読み替え

るものとする。 

（中間前金払と部分払の併用） 

第７条 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、部分払の支払を受けた

後にはすることができない。 

２ 債務負担行為に係る契約にあっては、中間前金払は、各会計年度に部分払と併用する

ことができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後にすることが



できない。 

３ 翌年度に繰り越したことにより工期が複数年度に渡る場合は、同一年度の工事として

扱い、中間前金払は、部分払を支払った後に繰り越したとしてもすることができない。 

（中間前金払の認定請求） 

第８条 受注者は､中間前払金の支払を請求しようとするときは､あらかじめ中間前金払認

定請求書（様式第１号。以下「認定請求書」という。）に必要事項を記載し､次に掲げる

書類とともに発注者に提出して､第３条各号に掲げる要件を満たしていることの認定を

受けなければならない。 

（１） 工事履行報告書（様式第２号） 

（２） 工程表（様式第３号） 

（中間前金払の認定方法） 

第９条 発注者は､受注者から前条に規定する認定請求書の提出があったときは､同条各号

に規定する書類に基づき､第３条各号に掲げる要件を全て満たしていることの認定を行

うものとする。この場合において､第３条第３号の要件に係る認定は､認定請求書の作成

時点における現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものと

する。 

２ 発注者は、前条に定める書類の他、前項の認定を行うために必要と認める書類を受注

者に求めることができる。この場合、受注者は、できるだけ速やかに当該書類を発注者

に提出するものとする。 

３ 発注者は、第１項の認定結果について､原則として当該認定請求書を受理した日（前項

に定めによる書類の提出を受けた場合はその書類を受理した日）から７日以内に受注者

に通知するものとする。この場合において､第３条各号に掲げる要件を全て満たしている

と認めたときは､中間前金払認定書（様式第４号）を受注者に交付するものとする。 

（中間前払金の請求） 

第１０条 前条第３項に規定する中間前金払認定書の交付を受けた受注者は､保証事業会

社と､当該工事請負契約において定めた工事完成期限（債務負担行為に係る工事の場合は､

請求する中間前払金に係る出来高予定額の完成期限）を保証期限とする中間前払金に関

する保証契約を締結した上で､当該保証契約証書とともに､中間前金払請求書（様式第５

号）を発注者に提出して､中間前払金の支払を請求するものとする。 

（中間前払金の支払） 

第１１条 発注者は､前条に規定する中間前金払請求書を受理したときは､その日から起算

して１４日以内に中間前払金を支払うものとする。 

（中間前払金の変更） 

第１２条 受注者が中間前払金の請求をした後に、請負代金額が著しく増額された場合に

おいては、受注者は、その増額後の請負代金額の１０分の２から受領済みの中間前払金

の合計額を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払を請求することがで

きる。この場合においては、前条までの規定を準用する。 

２  発注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、支払済みの中間前払金の額

が減額後の請負代金額の１０分の２を超えるときは、受注者にその超過額の全部又は一

部（以下「返還金」という。）を返還させることができる。 



３ 返還金の額は、発注者と受注者とが協議した上で定める。ただし、請負代金額が減額

された日から３０日以内に協議が整わない場合には、発注者が返還金の額を定め、中間

前払金を受けた受注者に通知する。 

４ 受注者は、発注者から返還金の返還を求められた日から１４日以内（以下、「返還期日」

という。）に、発注者に返還額を支払わなければならない。 

（遅延利息） 

第１３条 発注者は、受注者が返還期日までに返還金を返還しなかったときは、返還期日

を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還金の額に契

約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）

第８条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延利息として

徴収することができる。 

（委任） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

付 則 

 

この要領は、平成３０年６月１日から施行し、施行後に入札等の公告若しくは通知をし

た工事から適用する。 

   付 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行し、施行後に入札等の公告もしくは通知をした

工事から適用する。 


